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納入

　住民税には、「個人住民税」と「法人住民税」があり、個人住民税は
区で、法人住民税は都税事務所で賦課・徴収しています。
　区では、区民の誰もが心豊かに、安全に安心して暮らすことがで
きる地域共生社会の実現に向けて、さまざまな事業を行っています。
これらの費用は、皆さんが納める税金によって賄われています。

　個人住民税は、「特別区民税」と「都民税」からなり、それぞれに「均
等割」と「所得割」があります。この均等割と所得割の額を合計したも
のが1年間の税額（年税額）になります。
均等割　区内に住所のある人や、事務所・事業所・家屋敷のある人
が一律に負担する税金です。
※特別区民税は3500円、都民税は1500円です。
※�東日本大震災の復興に関し、区・都が実施する防災のための施策に要する財源
を確保するため、平成26年度から令和5年度までの間、特別区民税および都民
税の均等割額をそれぞれ年額500円引き上げています。
所得割　前年の所得に応じて計算された税額です。
　特別区民税の税率は6パーセント、都民税の税率は4パーセントで
す。所得の種類によって税率が異なる場合があります。

　住民税は、その年の1月1日
現在の住所地で、前年の1～
12月の所得に対して課税され
ます。

（1）その年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
（2）�その年の1月1日現在、障害者・未成年者・ひとり親・寡婦で前

年中の合計所得金額が135万円以下の人
（3）その年の1月1日現在、前年の合計所得金額が次の金額以下の人
　��①�扶養親族、同一生計配偶者等がいない人
　��　45万円（給与収入で100万円）以下
　��②�扶養親族、同一生計配偶者がいる人
　��　�35万円×（同一生計配偶者と扶養親族（年少扶養を含む）の人数＋

1）+10万円＋21万円以下

住民税とは

住民税の構成

住民税を納める人（納税義務者）

住民税がかからない人
所得割も均等割もかからない人（住民税非課税）

（1）前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
　��①同一生計配偶者と扶養親族がいない人　45万円以下
　��②扶養親族等がいる人
　��　�35万円×（同一生計配偶者と扶養親族（年少扶養含む）の人数＋1）

+10万円＋32万円以下

所得割がかからない人（所得割非課税）

　給与所得者（パート等を含む）の人で1年間の給与収入の合計が103万
円までの場合、所得税はかからず、100万円までの場合は住民税もか
かりません。

税金のかからない給与収入の額

税務課課税係 ☎3578－2593～8、2600～8
問い合わせ

知っておきたい住民税

申告から納税までの流れ

納税義務者 均等割 所得割
港区に住所のある人 ○ ○
港区に住所はないが、
事務所・事業所・家屋敷
のある人

○ －

※�扶養親族がいる場合等は給与収入の額が変わります。詳しくはお問い合わせくだ
さい。

給与収入（年収）※ 本人に税金がかかるか 扶養に入ることが
できるか住民税 所得税

100万円以下 かからない かからない できる
100万円超～103万円以下 かかる かからない できる
103万円超 かかる かかる できない

公的年金等からの特別徴収（年金天引きで納める方法）
　一定の要件に該当する年金受給者については、公的年金
等から住民税が天引きされます。住民税の「納税通知書」を
6月上旬に区役所（税務課）からご自宅へ郵送します。

②税額を通知
②納税通知書

③納入

　自営業の人や、住民税を給与や年金から天引きされない人は、住
民税の「納税通知書」と「納付書」を6月上旬に区役所（税務課）からご
自宅へ郵送します。

普通徴収（個人で納める方法）
　給与から天引きされる人は、住民税の「税額通知書」を5月中旬に
区役所（税務課）から勤務先へ郵送します。
　勤務先から「税額通知書」を受け取ります。

給与からの特別徴収（給与天引きで納める方法）

2月16日～3月15日に申告
①所得税の確定申告

1月31日までに提出
①給与支払報告書

各月分を翌月10日までに納入⑤納入

　給与以外の所得がある
等、確定申告をする必要が
ある人や、医療費控除等で
確定申告をすると所得税が
還付される人が行います。

①所得税の確定申告

6月上旬に本人宛てに発送②納税通知書

確定申告書等
の写し

（第1～4期）③納付（納付書・口座振替等）

3月15日までに申告
（確定申告をされた人は必要ありません）

①住民税の申告

年金
受給者区役所

各金融
機関

公的年金等
の支払者

（日本年金機
構等）

①公的年金等支払報告書

令和5年度の納期限（年4回）
第1期 6月30日（金）
第2期 8月31日（木）

第3期 10月31日（火）
第4期 令和6年1月31日（水）

※地方税ポータルシステムを通じて、納税することも可能です

税務署

③
税
額
通
知
書

 

5
月
末
日
ま
で

に
本
人
に
渡
す

④
給
与
か
ら
税
額
相
当
分
を
天
引
き

�

そ
の
年
の
6
月
か
ら
翌
年
の
5
月
ま
で

の
給
与
か
ら
天
引
き

給与所得者
（給与収入がある人等）

営業等
事業所得者
（自営業の人等）

区役所

勤務先

区からのお知らせ

②税額通知書
5月中旬に勤務先に発送
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